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第Ⅴ部 私たちの誓い 

10 私たちがめざす学校 

１．人間の尊厳を学び、道を拓いていく学校 

人間のもっている創造する力や自己再生する力を信じ、自らその潜在可能性に働きかけ

て見事開花させる。そして人間存在への畏敬の念を忘れず、民主的で文化的な社会づくり

にも貢献する。そんな充実した人生の主人公を育てます。 

２．生徒が主人公の学校 

・生徒はダイヤモンドを自覚している 

・生徒は教師の深い信頼と愛情のなかで育っている 

・授業や自主活動の中に生徒たちは居場所を持ち、生き生きと自主的に活動している。 

・生徒相互によく信頼し、よく対話・表現し、協同で探究している 

３．“学びが命”の学校 

・あらゆる教育活動の中心に学びがある 

・独創的で創造的な教育課程（カリキュラム）を生徒も関わりながらつくりだしている。 

・教科横断的な総合的学習に生き生きと取り組んでいる 

・協同的な学習の中で、生徒たちは学ぶ喜びを取り戻している。 

・生徒が自分の学びを自分で管理運営している。 

・ロビーや廊下や階段は生徒たちのさまざまな作品を展示するギャラリー 

・図書室はメディアセンターであり、自主活動室でもある。 

４．父母や地域とつながる学校 

・学校の中だけで完結できるとは考えず、まちとつながる学校づくりをすすめている。 

・父母が教育支援者として、教師と教育づくりのパートナーとなっている。  

・保護者、地域の人々、そして生徒の意見や提案を学校関係者と一緒に話しあう『学校

づくりフォーラム』などの“広場”を持っている。 

・親や地域のボランティアなど、多くの大人が学びをサポートする仕組みが出来ている。 

５．自己研さんをつねに忘れない教師集団 

・生徒個々の違いを把握し、それに対応する教え方を実施している。 

・さまざまなタイプの先生がたがいに尊重されながら個性を発揮している。 

・自覚的にチームプレイが実践されている。 
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教職員の倫理綱領 

生徒は、その人格の完全かつ調和のとれた発達のため、愛情と理解にあふれた環境の中で

成長すべきであり、平和、尊厳、寛容、自由、平等および連帯の精神に従って育成されな

ければならないと私たちは考える。 

 

学習権は人間の生存にとって不可欠な手段であり、学習権なくして人間的発達はありえず、

それは基本的人権の一つであり、その正当性は普遍的であることを認め、あらゆる教育活

動の中心に学習活動を位置づけ、学習活動によって、生徒を自らの歴史をつくる主体にか

えていくことを私たちは決意した。 

 

人間の尊厳を学び、人間の自己再生力や創造力を確信し、その潜在可能性に働きかけて開

花させ、人間存在への畏敬の念を抱きつつ、人生の困難にひるまず人々と共に道を拓き、

さまざまな問題を解決して民主的で文化的な地域社会づくりに貢献する充実した人生の主

人公に、生徒とともに私たちは成長する。 

 

私学人たる誇りを懸けて、庶民のための学校づくり、自由と民主主義の砦たる学校づくり

に邁進し、公正・公平で安心して学べる教育環境を実現するために、あらゆる人々と協力・

協働の輪を広げていくことを私たちは宣言する。 

 

［生徒の尊厳と最善の利益］                            

１．教職員は、すべての生徒の尊厳を尊重し、かつその限りない可能性を信頼する。 

２．教職員は、生徒の最善の利益を最優先する。 

［公平、安心、安全の確保］                            

３．教職員は、生徒を一人として取り残さない。 

４．教職員は、生徒が安心して学習できる環境づくりのために協力し合う。 

５．教職員は、生徒の学習や自主的な活動が阻害され又は危険にさらされたならば、直ち

に生徒を保護し安全を確保し、状況の改善を図る。 

［守秘義務、名誉の保護］                             

６．教職員は、守秘義務を順守し、個人情報の保護に努めるとともに、これを他者と共有

する場合は適切な判断のもとに行う。 

７．教職員は、いかなる生徒も、その私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的に
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干渉されたり、名誉及び信用を攻撃されることのないよう最善を尽くす。 

［環境の保護、改善］                               

８．教職員は、生徒とともに自然環境を守り、環境悪化や災害が生徒に及ぼす影響を最小

限に抑えるために努力する。 

［意見表明権、参加権の尊重］                           

９．教職員は、生徒が、その成熟度に応じて、自己表現し、かつ自分たちに影響を及ぼす

すべての事柄に参加する権利を尊重するとともに、生徒の自主的な諸活動を支援する。 

［協働］                                     

10．教職員は、互いの尊厳を尊重しながら、生徒、父母及び同僚との間に信頼関係を築き、

協働して教育活動を展開する。 

［教育活動の原理と方法］                             

11．教職員は、環境を保護し、平和、人権、民主主義を促進しようとする人格の発達に寄

与し得る原理と方法によって教育活動を展開する。 

［民主的人格の形成］                               

12．教職員は、他の文化に心を開き、自由の価値を理解し、それぞれの違いを尊重するこ

とができ、非暴力的な方法によって問題を解決し、地球環境の保護、改善に積極的に取り

組むことのできる思いやりと責任感のある市民を育成する。 

［学力の育成］                                  

13．教職員は、探究し、創造する学力を育て、自分の未来と対話し、明日を探求し、問題

を解決していく生徒を育てる。 

14．教職員は、多様性の中にある価値を認識し、受容する能力、及び他者と対話し、意思

疎通を図り、つながり、分かち合い、協力・協同の関係を構築する能力を発達させる。 

15．教職員は、自主的、批判的に世界を読み取り、自ら考え、自ら進んで課題を設定し、

自分で自分の学習と行動をコントロールしていく生徒を育てる。 

［父母及び地域との提携、協働］                          

16．教職員は、教育の過程を現実の社会生活により密接に結び付け、それを寛容と連帯、

人権の尊重、民主主義と平和の実践にかえることを援助しうるすべての協力者との協働を

追求する。 

17．教職員は、父母の学校参加を重視し、父母と協働して教育づくりを進めるとともに、
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地域に学び、地域に開かれ、地域に貢献する学校づくりを推進する。 

［私学づくり］                                  

18．教職員は、生徒、保護者、市民とともに、庶民のための学校づくり、自由と民主主義

の砦としての私学づくりに参画する。 

［教職員の社会参加］                               

19．教職員は、いかなる個人、集団も問題に対して唯一の解答を持つものではないこと、

各自は相互に理解・尊敬されるべきことをふまえ、個人間、集団間の平和・友情・連帯を

強化し、他者とともに問題を解決し、公平で平和的、民主的な共同社会のために働く。 

［自己研さん］                                  

20．教職員は、自己の責任と能力を的確に認識し、常に、継続的な学習による能力の維持・

開発に努め、研究や実践を通して、専門的知識・技術の創造と開発に寄与する。 

 

2011年 6月 15日 

愛西学園弥富高等学校教職員一同 
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